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第１章 公募事業の概要 

 
１ 事業名 

 旭川医科大学国際医療支援センター及び関連施設整備事業 

 

２ 事業場所 

 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 

 国立大学法人旭川医科大学構内 

 各施設の整備用地は、添付事業予定地配置図に記載した用地を使用する。 

 

３ 目的 

  国立大学法人旭川医科大学（以下「本学」という。）は、建学の理念に掲げた地域医療

への想いをもって、地域間の医療格差是正を目指し、１９９４年から遠隔医療に取り組ん

でおり、現在までに、日本国内のほか、アジア、アメリカなどの海外とも医療拠点とネッ

トワークを形成してきた。今後、更に遠隔医療を推進させるためには、先端医療に従事す

る人材を育成しなければならない。 

  本学は、敷地内で、国際医療支援センター及び関連施設（医療機器等の整備を含む。以

下「本施設」という。）の設計・建設を一体的に委ねられる者（以下「事業者」という。）

を民間からの公募により選定し、事業者の資金と経営能力等によって本施設の整備を委

ね、長期にわたる安定した施設運営を行い、先端医療技術の発展を目指す。 

 

４ 事業概要 

  事業者は、本学が指定する土地を定期借地権設定契約に基づき借り受け、本学と協議の

上、５に記載するとおり、本施設に必要な施設整備を行うものとする。施設の運営及び維

持管理は本学が行う方針である。 

本学は、本施設を事業者から定期建物賃貸借契約等に基づき借り受ける。本学が上記契

約に基づいて事業者に支払う賃料については、事業者が企画提案書にて提案するものと

する。事業者から本学への提案にあたっては、審査基準に記載した本学への経済的貢献を

踏まえ、本学が事業者に支払う賃料と事業者が本学に支払う土地賃借料との均衡を考慮

するものとする。 

 

５ 本施設の整備内容 

（１）本学が事業者に対して特に期待すること 

①本施設は、医療施設等となるため、利用者の動線を整理し、今後の時代のニーズに即し

た、すべての利用者にとって安全・安心で「使いやすく」「わかりやすい」施設である

こと及び職員の業務効率向上に配慮した施設とすることを期待する。 

 

②明るく、清潔感・開放感のある施設であること。 
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・本施設は、来院者を受け入れる施設であるから、常に明るく、清潔で開放感溢れる施

設の整備を期待する。 

・医療施設等としての清潔感があるとともに、利用者目線に立った施設整備を行うこと

を期待する。 

 

③最先端の手術室機能を備えた施設であること。 

救急医療の将来のニーズに対応した、最先端の医療機能（ハイブリッド手術室）を備

えるとともに、先端医療のトレーニングを行う施設の整備を期待する。 

 

④施設利用者の変動に柔軟に対応することができる施設であること。 

・今後の社会状況により施設利用者の構成が変動するとともに、事業期間中における利用

者数及び職員数の変動が予想されるため、これに対応することができる施設の構造・配

置等を期待する。 

・将来の救急医療を取り巻く環境の変化に柔軟に対応でき、利用者の変動や設備の更新な

どに柔軟に対応することができる施設計画を期待する。 

 

⑤地域環境に優しく、ライフサイクルコストの縮減を考慮した施設であること。 

・事業者の有するノウハウの活用により、事業期間を通じた地域環境への配慮やコスト縮

減に寄与する施設の整備を期待する。 

・建設費の縮減はもとより、事業期間全体にわたる省エネルギーや効率的な管理・運営に

考慮した施設の整備を期待する。 

・効率的な修繕の実施による維持管理コストの削減など、事業期間全体のライフサイクル

コストの縮減を図ることができる施設の整備を期待する。 

 

⑥適切なセキュリティを確保した施設であること。 

・個人情報を対象とする各種資料及び最先端の研究テーマの適切なセキュリティ管理機

能を整備する施設の整備を期待する。 

・医療にかかわる重要な個人情報を日常的に取り扱うことから、来場者の通るエリアと職

員の作業するエリアとを完全に分離してセキュリティを確保するとともに、電算端末

機器に表示された情報の内容が安易に確認することができないようにするなど、個人

情報の漏えいを防ぐための配置・構造に工夫を凝らした施設の整備を期待する。 

・個人情報及び最先端の研究テーマ情報などの重要資料が保管される施設においては、盗

難防止に配意したより高度なセキュリティ機能を持たせることを期待する。 

 

⑦災害対策等の安全・安心を考慮した施設であること。 

・災害時の緊急医療場所及び地域の基幹医療施設として、耐火・耐震性等を備えた施設の

整備を期待する。 

・地震・火災等の災害発生時には、病傷者の受入れや来院者・入院患者等の避難及び誘導
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しやすい施設の整備を期待する。 

 

⑧周辺への環境に配慮した施設整備であること。 

・敷地周辺の住民や近隣の文教施設等、周辺地域の住環境や教育環境などに配慮した施設

整備であることを期待する。 

・工事車両の動線や通行条件、振動、騒音、総量の抑制などのために工期の短縮も含めた

周辺地域への影響を最小限に抑えることを期待する。 

・緑化や自然エネルギーの活用、雨水対策に配慮した整備を期待する。 

 

（２）施設の立地条件 

・建設場所 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 

・敷地面積 約２３１，８２８㎡ 

・建築用途 学校・病院 （教育施設） 

・用途地域 第２種中高層住居専用地域 

・建ぺい率 ６０％ 

・容積率 ２００％ 

・防火地域 指定なし 

 

（３）整備・解体対象施設の概要 

①国際医療支援センター 

・想定用途   １階：教育ゾーン，設備ゾーン 

        ２階：手術部ゾーン 

        ３階：病理部ゾーンなど 

・構造     事業者の提案に委ねる。 

・階数     地上３階建て（２階部分で中央診療棟 A と接続する。） 

・延床面積   ５，０００㎡程度 

・必要諸室   参考計画案による。 

 

②中央診療棟Ｂ・病棟改修（ＩＣＵ増床） 

・想定用途   ＩＣＵ６床増床（現１０床） 

・構造     鉄筋コンクリート造 3 階建 

・階数     中央診療棟Ｂ：3 階 

・延床面積   １,１００㎡程度 

・必要諸室   参考計画案による。 

 

③中央診療棟Ｂ改修（透析室増床）  

・想定用途   透析室１０床程度増床（現６床） 

・構造  鉄筋コンクリート造３階建 
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・階数  中央診療棟Ｂ：３階（一部病棟改修を含む。） 

・延床面積  １６０㎡程度 

・必要諸室  参考計画案による。 

 

④先端医療トレーニングセンター 

・想定用途  国内外の医療従事者が主にブタを使用し最先端医療技術を習得するため

の施設 

・構造 事業者の提案に委ねる。 

・階数 地上１階建て 

・延床面積 ８００㎡程度 

・必要諸室 参考計画案による。 

 

⑤新講義棟 

・用途    主に学生教育のための講義室 

・構造 事業者の提案に委ねる。 

・階数 地上２階建て 

・延床面積 １,５００㎡程度 

・必要諸室 参考計画案による。 

 

⑥渡り廊下 

・構造 事業者の提案に委ねる。 

・階数 地上１階建て 

・延床面積 ２００㎡程度 

・必要諸室 参考計画案による。仮設渡り廊下を検討するものとする。 

 

⑦解体対象施設の概要 

・用途    既設臨床講義棟 

・構造・階数 鉄筋コンクリート造・１階 

・延床面積 １,５９０㎡ 

・基礎杭 全て撤去する。 

４ｍ－３３本、１０ｍ－４１本、１１ｍ－２２本、１２ｍ－４本、 

        １４ｍ－５９本 

  既存建築図面を参照されたい。 

 ・その他   アスベストなし ＰＣＢなし 

 

（４）その他の留意事項 

①施設利用を継続しながらの施設整備 

本事業では、施設整備事業該当部分以外での通常の施設利用を停止することなく、現
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状と同様に利用を継続しながらの施設整備が条件になることに留意すること。特に、外

部からの来院者の利用があるので、必要な機能や利用者の安全性等に十分配慮した計

画とすること。 

 

②周辺への配慮 

   本施設の整備にあたっては、周辺住民等の住環境や道路交通状況に十分に配慮した

工事計画とすること。特に、工事車両の通行時の対応や工期の短縮など、周辺地域への

影響を最小限に抑える提案とすること。 

 

（５）設計業務要求事項 

①対象業務 

・建設に関わる各種申請業務 

・建設に関わる各種調査業務 

・基本設計業務及びその関連業務 

・実施設計業務及びその関連業務 

 

②計画概要 

添付参考計画図を元に計画すること。 

・施設規模については、参考計画図記載の面積を下回らない範囲で事業者が自由に提案す

ること。 

・諸室概要、仕様等については、添付参考計画図の内部仕上、外部仕上、設備概要を参考

にして、事業者が自由に提案すること。 

 

（６）工事監理業務要求事項 

①施設利用を継続しながらの施設整備 

・国際医療支援センターの建設に係る工事監理業務 

・先端医療トレーニングセンターの建設に係る工事監理業務 

・新講義棟の建設に係る工事監理業務 

・渡り廊下の建設に係る工事監理業務 

・中央診療棟Ｂ及び一部病棟の改修に係る工事管理業務 

・解体に係る工事監理業務 

 

②業務の実施 

・工事監理者は、建設業務が設計図書及び本業務要求事項に事づき適切に行われているこ

とを確認すること。 

 

（７）建設業務要求事項 

①対象業務 
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・既設臨床講義棟解体業務 

・国際医療支援センターの建設業務及び関連業務 

・中央診療棟 B 及び一部病棟の改修に係る建設業務及び関連業務 

・先端医療トレーニングセンターの建設業務及び関連業務 

・新講義棟の建設業務及び関連業務 

・渡り廊下の建設業務及び関連業務 

 

②業務の実施 

・契約書（選定された事業者のみと締結）に定める期間内に整備対象施設の建設業務を実

施すること。 

・近隣地区住民への説明、調整、同意の取付等を実施すること。 

・必要な法令等に基づく許可、確認等及び関係諸官庁との協議を行うこと。 

・完成検査を行うこと。 

・完成図書を提出すること。 

・保全指導書を作成すること。 

・移転（引越）に係る業務を行うこと。 

 

６ 事業用地の貸付 

  本学は、事業者に対し、事業用地を貸し付けることとするが、貸付内容、貸付期間、借

地料、事業期間終了後の明渡しその他必要な事項について、事業者のスキームに応じた自

由な提案すること。ただし，以下の点について留意すること。 

①敷地には、抵当権が設定されている（抵当権者は、独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構である。）。 

 

②土地賃借権の権利登記はしないものとするが、建物の保存登記をすることは妨げない。 

 

③権利義務の制限等 

・貸与地に転借権その他の使用収益を目的とする権利を設定することを禁止する。 

・貸与地上の施設を第三者に譲渡し、又は担保の用に供することを、本学の事前の書面に

よる承諾を得ない限り、禁止とする。 

・貸与地の現状変更及び用途変更することを禁止とする。 

 

④貸付期間 

貸付期間は、施設の建設工事着工開始から明渡しまでとする。そのうち、運営開始か

ら明渡しまでの期間は、事業者が本学に提案するものとする。 

 

⑤借地料 

借地料は、企画提案書にて、本学に提案すること。ただし、本学は、事業者に対し、
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施設の建設工事着工開始から運営開始日の前日までの借地料の支払いを免除する。 

 

 

第２章 公募事業に係る要求事項等 
 

（１）要求事項 

  要求事項等を以下に示す。応募者は、これらの事項を踏まえ、提案を行うこと。 

①業務遂行体制、リスク管理・業務の品質確保等 

②第１章 5 の各項目について 

③上記各項に関わる実績 

④事業の実施期間短縮に関すること 

⑤事業の概算金額 

⑥事業者の事業・計画・整備等についての自由提案 

 

（２）整備順序 

  各施設の整備順序は、次を参考とする。 

①先端医療トレーニングセンター及び新講義棟 

②仮設渡り廊下  

③既設臨床講義棟解体 

④国際医療支援センター及び渡り廊下 

⑤中央診療棟Ｂ及び一部病棟の改修 

 

 

第３章 応募資格 

 
（１）資格要件 
 本公募に応募することのできる者は、単独企業（以下「参加企業」という。）又は複数の

企業で構成されるグループ（以下「参加グループ」という。）とする。参加グループの場合

には、代表法人と構成員で構成することとするが、参加資格確認申請書（様式 1）は代表法

人のみの記入でよい。その代表法人は、他の応募者として重複参加することはできない。 

 参加企業又は参加グループの構成員（代表法人を含む。）のいずれも、以下の条件を全て

満たす者とする。なお、構成員は企画提案書で提出することとする。 

 

①国立大学法人旭川医科大学契約細則第４条及び第５条の規定に該当しない者であるこ

と。 

②公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団又はその他暴力的集団の構成員でないこと。 
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④国又は地方公共団体もしくは本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

⑤法人等の財務状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

⑥不正及び不誠実な行為がないこと。 

 

（２）質疑応答 

応募資格に関しての質問事項は、任意の様式にて電子メールで提出期限内に旭川医科

大学学長政策推進室（本部管理棟２階）まで提出すること。なお、電子メールの件名は「国

際医療センター応募資格の質疑について（会社等名）」とすること。 

 

  提出期限は、２０１９年４月１９日（金）１７時００分までとする。 

  回答については、原則として質問者を特定できないようにした上で２０１９年４月 

２３日（火）に旭川医科大学施設課ホームページで公表する。 

 

 

第４章 募集要項等の交付 

 
（１）交付期間 

 ２０１９年４月１６日（火）～２０１９年４月２５日（木） 

 

（２）交付元 

  国立大学法人旭川医科大学学長政策推進室 

  〒０７８－８５１０ 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 

  電子メール：seisaku@jimu.asahikawa-med.ac.jp 

 

（３）交付方法 

  旭川医科大学及び旭川医科大学施設課のホームページにて公開するので、（１）交付期

間内にダウンロードすること。 

 

（４）質疑応答 

  募集要項に関しての質問事項は、様式８（エクセル）により電子メールで提出期限内に

旭川医科大学学長政策推進室（本部管理棟２階）まで提出すること。なお、電子メールの

件名は「国際医療センター募集要項の質疑について（会社等名）」とすること。 

 

  提出期限は、２０１９年５月１７日（金）１７時００分までとする。 

  回答については、原則として質問者を特定できないようにした上で２０１９年５月 

３１日（金）に旭川医科大学施設課ホームページで公表する。 
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（５）その他 

本学が開示する資料は、応募者に対する情報提供を目的としたものであり、本学は、そ

の全部又は一部を問わず、その内容につき正確なものとして表明又は保証をするもので

はない。万が一、本学により開示された資料の内容が事実と反していたとしても、本学は、

応募者に対し、その責任を一切負わない。 

 

 
第５章 参加資格確認申請書等の提出 

 
 応募事業者は、「第３章 応募資格」に掲げる参加資格を有することを証明するため、「参

加資格確認申請書」を本学に提出しなければならない。 

 

（１）提出期限 

 ２０１９年４月２５日（木）１７時００分までとする。ただし、本学の判断により受付期

間を延長する場合には、旭川医科大学施設課ホームページにより新たな受付期間を通知す

る。 

 

（２）提出場所 

 前記４、（２）交付元に同じ。 

 

（３）提出書類 

 ・参加資格確認申請書（様式１） 

 ・事務連絡担当者等届（様式２）（グループの場合には、代表法人のみ提出する。） 

 ・会社概要又はこれに準ずるもの（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

・法人等の決算関係書類（直近の過去２年分）の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損

益計算書又はこれに準ずる書類（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

・過去２年間の納税証明書若しくはその写し（法人税、法人都道府県民税、法人事業税、

消費税及び地方消費税等）（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

 ・登記簿謄本（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

 ・類似業務実績一覧 

 ・取引停止処分等に関する誓約書（様式３）（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

 ・談合等不正行為に関する誓約書（様式４）（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

 ・暴力団排除に関する宣誓書（様式５）（グループの場合には、代表者のみ提出する。） 

 

（４）提出方法 

  提出方法は、宅配便・配達記録郵便とし、提出期限内に本学に必着とする。 

 

（５）参加資格確認審査結果の通知 
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  審査結果は、２０１９年４月２６日（金）に書面により郵送する。 

 

（６）参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

   参加資格がないと認められた者は、国立大学法人旭川医科大学長に対し、参加資格が

ないと認めた理由について、次に従い書面（任意様式）により説明を求めることができ

る。 

  ・提出期限：２０１９年５月９日（木）１７時００分 

  ・提出先：上記４、（２）交付元に同じ 

  ・提出方法：上記５、（４）提出方法に同じ 

  ・回答：２０１９年５月１４日（火）までに、書面により回答する。 

 

（７）参加資格確認申請後の辞退について 

参加資格確認申請書等の提出後に辞退する場合には、本学に連絡した上で、速やかに

辞退届（様式７）を提出する。 

 

 

第６章 企画提案書等の受付等 
 

（１）受付期間 

 ２０１９年５月７日（火）から同年６月２６日（水）１７時までとする。 

 ※期日は厳守とする。ただし、本学の判断により受付期間を延長する場合には、参加資格

確認申請書を提出した者に対し、書面により新たな受付期間を通知する。 

 

（２）提出方法 

 宅配便・配達記録郵便のいずれかの方法で提出する。また、電子データ（ＰＤＦ形式）を

電子メールで提出する。ファイル容量が大きくなる場合は大容量ファイル転送サービス等

を活用してもよい。 

 

（３）提出先 

第４章（２）交付元に同じ 

 

（４）応募時の提出書類及び部数 

①応募申込書（様式６）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

・応募申込書（様式６）には、企画提案書を紙媒体で１５部作成し、添付すること（１５

部のうち１２部については、表紙及び中身を含め、提案事業者名を特定できる表現は、

一切記載しないこと）。なお、それ以外は、応募者の判断により作成すること。 

・企画提案書は、用紙サイズをＡ４縦判、横書きとする。ただし、図面に限り、Ａ３横判

も可とする。 
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・作成費用については、選定結果にかかわらず、企画提案者の負担とする。 

 

②その他添付書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

・今回の提案をするために必要な免許等の写し 

※応募者から提出された書類は、本件業務の事業者選定のための目的のみに使用する。た

だし、応募者から提出された書類は、事情の如何を問わず返却しないものとする。 

 

（５）企画提案書の記載事項 

審査基準（別紙）を参照したうえで、企画提案書には下記の項目について記載する（様

式は、任意とする。）。 

①事業計画に関する事項 

⑴業務遂行体制 

⑵資金調達計画、事業収支計画 

⑶リスク管理、業務の品質確保 

⑷省エネ、光熱水費の削減 

⑸事業者の事業・計画・整備・運営等についての自由提案 

②施設整備に関する事項  

A 設計業務に関する事項 

⑴施設の全体配置、施設の利用計画 

⑵ハイブリッド手術室の計画 

⑶構造・設備計画、防災計画 

⑷設計実績 

B 建設業務に関する事項  

⑴事業スケジュールおよび施工計画 

⑵施工体制 

⑶周辺環境や地域環境への配慮 

③事業者が支払う借地料、本学が支払う賃料に関する事項  

⑴事業者の経営努力に工夫が見られ、経済性の高い設定となっているか。 

 

 

第７章 事業者の選定 
 

（１）選定方針 

選定は、次の２段階とする。 

①基礎審査 

  提出された参加資格確認申請書に基づき、参加資格を評価する。基礎審査により参加資

格を満たしていないと判断した事業者は、次の実質審査の対象としない。 
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②実質審査 

  提出された提案書類に基づき、提案内容の書類評価およびプレゼンテーションを実施

し、優先交渉権者を決定する。ただし、応募事業者が多数に及んだ場合には、書類評価に

基づき３社～５社に絞り込んだ上で、プレゼンテーションを実施する場合がある。 

 

（２）実質審査による選定方法 

  提案された応募書類について、事業者選定委員会にて、提出された書類及び企画提案者

によるプレゼンテーションを審査し、各委員の評価点を合計して最も高い得点の者を優

先交渉権者として選定する。ただし、プレゼンテーションの開催日時等の詳細については、

企画提案書等が提出された後に、書面により各企画提案者に通知する。 

  選定結果は、応募者全員に対し、２０１９年７月５日（金）に書面にて郵送する。ただ

し、受付期間が延長された場合には、本学が別途指定する日までに当該通知をするものと

する。 

 

（３）審査基準 

  別途定めた審査基準のとおりとする。 

 

（４）募集の中止等 

本学は、応募者が談合又は不穏な行動をしている等のおそれがあり、本公募における手

続又は事業者の選定を公正に行うことができないと認めた場合には、当該応募者が本公

募に参加することを認めないこと、又は、本公募における事業者の選定を延期もしくは中

止することができる。 

 

 

第８章 契約等の締結 

 
（１）基本協定書の締結 

  本学は、優先交渉権者と協議を行い、協議の結果、両者が合意に至った場合には、当該

優先交渉権者と基本協定書を締結し、その他、優先交渉権者の提案に応じた契約を双方協

議のうえ締結する。それに対して、両者が合意に至らなかった場合には、次点者との協議

を開始する。 
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第９章 スケジュール 

 

 日程  

① 2019 年 4 月 16 日(火) ～4 月 25 日(木) 募集要項の交付期間 

② 2019 年 4 月 17 日(水) ～4 月 25 日(木) 参加資格確認申請書の受付期間 

③ 2019 年 4 月 19 日(金) 参加資格に関する質疑受付締切 

④ 2019 年 4 月 23 日(火) 参加資格に関する質疑回答の公表 

⑤ 2019 年 4 月 26 日(金) 参加資格確認審査結果の通知 

⑥ 2019 年 5 月 9 日(木) 参加資格確認審査結果にかかる理由

説明依頼の受付締切 

⑦ 2019 年 5 月 14 日(火) 参加資格確認審査結果にかかる理由

説明の回答 

⑧ 2019 年 5 月 17 日(金) 募集要項等に関する質疑の受付締切 

⑨ 2019 年 5 月 31 日(金) 募集要項等に関する質疑回答の公表 

⑩ 2019 年 6 月 26 日(水) 企画提案書、その他各種書類の受付

締切 

⑪ 2019 年 7 月 3 日(水) 企画提案者のプレゼンテーション 

⑫ 2019 年 7 月 5 日(金) 優先交渉権者等の審査結果通知日 

⑬ 2019 年 7 月 11 日(木) 基本協定書の締結 

⑭ 2019 年 8 月 5 日(月)以降 定期借地権設定契約の締結 

 

第１０章 その他 

 
 本要項及び定期借地権設定契約書に記載のない事項については、本学と事業者双方が誠

意をもって協議し定めるものとする。 
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                審査基準 

 

１ 採択案件の決定方法 

  提案された企画について審査を行う。各評価項目は、本学が要求する必須の項目として

審査するが、３の評価方法による得点が最も高い者を採択案件に決定する。 

 

２ 審査方法 

  企画提案書に基づき、事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において書類審査

及びプレゼンテーション審査を実施する。委員会は、必要に応じ、審査期間中に、提案の

詳細に関する追加資料を求めることがある。 

 

３ 評価方法 

 評価は、下記の各項目について別紙の評価基準によるものとする。評価項目は、必須

の項目とするが、項目により評価基準のとおり異なる得点配分とする。 

委員会の各委員が評価した結果を合計したものを、当該提案者の得点とする。ただし、

いずれかの項目に対して提案がない場合又はサービスが提供できない場合には、委員会

は、当該企画提案書を採択しないものとする。 

 

（１）事業計画に関する事項 

（２）施設整備に関する事項 

  Ａ 設計業務に関する事項 

  Ｂ 建設業務に関する事項 

（３）事業者が支払う借地料、本学が支払う賃料に関する事項 

（４）プレゼンテーションの評価 

 

※評価項目及び評価の視点、配点等は、別紙参照。 
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※別添資料一覧 

 

事業予定地配置図 

参考計画図案 

既存建築図面 

審査基準 

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

様式６ 

様式７ 

様式８ 

 



外来診療棟

食堂棟

水槽

保育園

共用研究棟

(医療情報棟)

MRI－CT

外来診療棟

看護学科棟

講義実習棟

図書館

総合研究棟

第３駐車場(188)

教職員

センター１

施設

ﾌｧﾐﾘｰﾊｳｽ

センター２

来学者用

福利施設

実験実習機器

本部管理棟

共通棟A

新病棟

装置棟

弓道場

実験実習機器

中央機械室

武道場

玄関棟

体育館

看護師宿舎

駐輪場 物品庫

来院者用第１駐車場(221)

病院職員用第２駐車場(53)

病院職員用第１駐車場(182)看護師宿舎用駐車場(48)

学部学生・教職員用

隣地境界線　731,890

臨床研究棟

夜勤者(女性用)駐車場(52)

学部学生・教職員用第２駐車場(209)

学部学生

第１駐車場(68) 

サッカー・ラグビー場

陸上競技場

野球場

体育管理施設

テニスコート

中央診療棟Ａ

特殊診療棟病棟

中央診療棟Ｂ

共通棟B

学部学生・教職員用

高エネルギー

道路境界線　640,390

道
路
境

界
線

　
3
3
7
,
7
2
0

道
路
境
界
線
　
35
0,
17
0

図書館
南棟

UP

第３駐車場

旭川空港

職
員
宿
舎

ツインハープ橋

道道90号線

25.0ｍ
（環状1号線）

市道 18.18ｍ

国道237号線

15.0
ｍ

市道

Ｎ

臨時駐車場

第２駐車場(373)
来院者用

緑が丘
テラス

大学の森

ヘリポート

格納庫

病院職員用第３駐車場(178)

放射性同位元素
研究施設

（A棟）

処理施設
廃棄物

ドッグファーム
（D棟）

新講義棟

動物実験施設

（K棟）

動物実験施設

トレーニングセンター

先端先進医療

先端先進医療ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　　800㎡程度

新講義棟　　1,500㎡程度

仮設渡り廊下　　250㎡程度

渡り廊下　　200㎡程度

既設臨床講義棟（解体）　　1,590㎡

透析室，ICU増床（中央診療棟Ｂ・病棟　改修）1,260㎡程度

国際医療支援センター　　5,000㎡程度

旧臨床講義棟

国際医療支援センター

事業予定地配置図



渡り廊下

病棟

病棟 中央診療棟(A)

病棟

特殊診療棟

特殊診療棟

心電図室

RD

 ﾀﾗｯﾌﾟ

心電図室

心電図室

室

室

洗

ﾚｰｻﾞｰ室

操作室

診察室２

言語聴覚室

DN

UP

UP

DN

DN

UP

DN

UP

UP

DN

(女性)

７

ｴｯｸｽ線室⑧

全身用X線CT室

ｴｯｸｽ線室⑩

ｴｯｸｽ線

呼吸機能検査室

ｴｯｸｽ線室⑦

ｴｯｸｽ線室①

ｴｯｸｽ線室④

ｴｯｸｽ線室③

器材室

ｴｯｸｽ線室⑥

PS

H階段

EV.10

PS

遺伝子解析室

電気室

ｴｯｸｽ線室⑨

DS

EPS

EV

ｴｯｸｽ線室②

前室

操作室
EVホール

受付

PS

微生物検査室

PS

G階段

機械室

配膳

スタッフ

器材室
EPS

面談室

内視鏡受付

診療室兼

PS

データ処理室

特殊微生物検査室

運動療法室

生化学検査室

当直室

EPS

S

前室
DS・PS

EPS

回復室

面談室 洗浄室

内視鏡室③

PS

内視鏡室②

内視鏡室①

前処置室

読影室

診断室

暗室

EV.9
EV

内視鏡室④

待合

EV.7

髪

EV.5

便所

搬送室

待合

スタッフルーム

PS

EPS
女子

ｼｬﾌﾄ

EVホール

運動療法

皮膚科

DS

EV.4 PS便所

ＡＤＬ室

男子

EV.6

BC

前室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

中央採血室

治療

I階段

防音

冷蔵室

シールド

ロッカー室

EV

DS

回復室

視能

操作ホール

仮眠

EV.2

EV.11

便所

内視鏡透視室

６

控室

訓練

便所

EV.3

脳波室

支援課事務室

PS

DS

BC

EPS

言語

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室

PS
　職員更衣室(2)

入退院ｾﾝﾀｰ

地域医療連携室

多目的便所

EV.8

空調機械室

更衣室
更衣室

面談室1

面談室2
面談室3

面談室8

面談室7

面談室6

面談室5

ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ 事務室

ﾃﾞｰﾀ室

受付事務

面談室4

待合

診察室１

女子トイレ
男子トイレ

多機能

教育スペース

教育スペース

可動間仕切り

EV

風除室

階段電気室

機械室

ホール

階段EV

EPS

風除室

PS 倉庫

廊下

倉庫

6
,
6
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
00
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
3
,
20
0

3,500 9,000 7,300 6,600 6,600

33,000

渡り廊下

国際医療支援センター1階平面図　S=1/300

参考計画図案

1



中央診療棟(A)

特殊診療棟
中央診療棟(A)

病
棟

診
棟

病棟

操作室

ルーム

（１１）

便所

女子

室

受付

成分採血室

照射室

休憩室

（９）

（１０）

ｺﾝﾃﾅ
渡し室

男子
ｽﾘｯﾊﾟ

診察室２
術前診察室

診察室１

EVホール

室

スタッフ

EV

高次機能

EV.8

ホール

搬送室

資料室

アラーム弁室

DS

PS

DS

EV.6

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

器材

廃棄物
保管庫

血液製剤

EV

EV.4

EV

配膳

PS

G階段

PS

撮影室
多軸血管

PS

EV.11

休憩室

EV.3

PS

電気室

更衣

便所

作業室

BC

乗換ホール

ＥＰＳ

前室

前室

女子

洗浄室

器材

EVホール

EPS

多軸血管

EPS

自己血・　

カンファレンス

EV

PS

PS

EPS

用具

滅菌

バイオ

EPSEV.2

クリーン

(DS)

前室

手術室（８）

特殊療法

（輸血センター）

EVホール

渡り廊下

ｼｬﾜｰ

手術ホール

手術室（１）

EV.9

DS

器材室

滅菌装置置場

EV.5

BC

手術ホール

EV.7

洗浄滅菌室

PS

手術室（７）

便所

具入1
清掃

洗浄室
ｼｬﾜｰ

F階段

手術室（４）

物品庫細胞保存室

副部長室

PS

前室

カンファレンスルーム

EPS

前室 廃棄物保管庫

ｼｬﾜｰ

物品受

供給廊下

供給廊下

手術室（６）

手術室（３）

手術室（２）

ホール

供給廊下

非常用

手術室（５）

前室

器材室

(1)

供給廊下

UB

便所

男子
便所
女子

PS

放射線機器室

BC

PS

女子

新病棟

組立室

附室

特殊診療棟

DS

払出室

機器保管室1

物品管理室

中央診療棟(A)

家族控室2

既滅菌保管室

ＥＰＳ

更衣

手術管理室

器材庫

休憩室

PS

EPS

男子

便所

PS(ﾎﾞﾝﾍﾞ庫)

前室

器材庫

前室

器材庫

J階段

男子

機器保管室2

ｼｬﾜｰ

ＤＳ･ＰＳ

師長室

便所
女子更衣室(2)

男子

男子更衣室

Ｉ階段

便所
女子更衣室

EV.10

物品庫(1)

物品庫(2)

透析室

DN

DN

UP

UP

DN

DN

DN

UP

UP

DN

DN

UP

PS

待合

ＣＴ室

ハイブリッド手術室

機械室

手術室2

手術室3

空調

前室

研修室

通路（前室）

器材

操作室

器材

保管室

洗浄室

前室
業者

通路

EV

階段

男子女子

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ
休憩室

ｽﾀｯﾌ

ｽﾃｰｼｮﾝ

手術室1

階段EVPS･DS

前室

供給ホール

渡り廊下

倉庫倉庫

廊下

EPS

6,
60

0
6
,0
0
0

6,
00

0
6,

00
0

6,
00

0
6,

0
00

6,
60

0
43

,
20

0

3,500 9,000 7,300 6,600 6,600

33,000

国際医療支援センター2階平面図　S=1/300
2



EV

階段

階段EV

EPS

6
,
6
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
00

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
3
,
2
00

PS･DS

医療安全管理室

地域がん診察連携講座

腫瘍センター

感染制御室

倉庫

機械室

病理部

男子 女子

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

多

ホール

3,500 9,000 7,300 6,600 6,600

33,000

国際医療支援センター3階平面図

階段EV

6
,
6
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
00

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
3
,
2
00

3,500 9,000 7,300 6,600 6,600

33,000

国際医療支援センターR階平面図

機械室

S=1/300

屋根

廊下

廊下

3



10,000 7,000 7,000
24,000

6
,0
0
0

6
,
0
0
0

6
,0
0
0

6
,
0
0
0

6
,0
0
0

3
0
,0
0
0

検疫室

倉庫

前室1

前室2

飼育室

前室3

経過観察室経過観察室
1 2

器材準備コーナー

セット滅菌室洗浄室

薬剤室

WC
WC

既滅菌室

前室4

更衣室(男)

更衣室
(女)

設備室

AS

実験室実験室

1 2

細胞
培養室

講義室

WC

WC

映像調整室

事務室

風除室

ホール

手術室2

手術室1

VRルーム

至　共用研究棟

至　動物実験施設

渡り廊下

渡り廊下

先端医療トレーニングセンター平面図　S=1/300

4



EVEV
倉庫階段 階段

階段 階段

第1講義室

第4講義室

第5講義室

第6講義室

第2講義室

女子

ﾄｲﾚ

男子

ﾄｲﾚ
多目的

ﾄｲﾚ

風除室

エントランスホール ホール

女子

ﾄｲﾚ

男子

ﾄｲﾚ
倉庫

EPS EPS

7,000 7,000 7,000 7,000

28,000

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7,000 7,000 7,000 7,000

28,000

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

倉庫

2
8
,
0
0
0

2
8
,
0
0
0

(150人程度) (150人程度)

第3講義室

(150人程度)

(60人程度)

(60人程度)

(60人程度)

至　看護学科棟

新講義棟平面図　S=1/300

1階平面図 2階平面図

渡り廊下

5



部長 課長 係長 係課長補佐

旭川医科大学総務部施設課

79

160

12 9

17

41

(360)

廊下

422
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ・廊下

19
3 28

84

35

37

200

36

18

4

35

37

46

12

1227

12

84

26

23

23

廊下

標本作製室

検体保管室

病理診断室

資料室

DW
電顕室

病理医室

師長室

災害用器材室

S
P

看護師室

医師記録室

医師控室
面談室2

面談室1

DS

教授室

教授室

前室

51

58

6765

10

9

15

S

看護師室

33

視聴覚室

27

PS
2

予備器材室

86

受　付

22

切出接写室

38

23

廊下
48

渡り
廊下

9

家族控室
15

吹　　　　　　抜
10

前室

22 25 25 25 25 25 1530 27

記録室

23

廊下 6

19 5 3

3

45

身障

汚物処理室

25

60
前室

4

6

WC 廃棄物
保管庫

6

3前室

62廊下

1072 20 20 20 15

透析室

74

(62)

E　　　　V

24 8

E　V

10

AS

810810

21

更衣室

DS

15

待合

8

成分採血室

36

副部長室

18

細胞保存室
5

輸血検査室

138

33

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

多軸血管撮影装置室
（№9）

前室
9258

機械室

準備室器材室

操作室

22

ＰＳ 10

20

20

10

ＥＶ

廊　下
35

前室
滅　菌
器材室

ﾊﾞｲｵｸﾘｰﾝ室
（№10）

高次機能
特殊療法室
（№11）

28

廊下

48

26
廊　下

吹　　　　　　　　　　　　抜機械室

18
廊下

家族控室

12

5
S

PW

C
5

W

C
54S

P
E

E　　V

179

控室

1室
配膳

96ｱﾗｰﾑ弁室

電気室

24
E　　　V

19

1

書類保管室

14 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

4

2

19

PS
4

4
EPS

便所便所

7 7

技師室

DS 2

DS
3

2
PS

PS

DW EPS
ＷＣ

6

EPS BC 搬送室 DS

E　V

8

照射室
2

41

廊下

EPS

PS

廊　下

迅速診断室
渡り廊下

12

家族控室

2530

45

2522

廊下

27

廊下

4

25

3

24

E　VE　V

88

10

E　　　　V

8810

DS

4
PS

EPS

20

EPS
2

PS

細胞保存室

照射室

1

5

2

28

10

多軸血管撮影装置室

器材室

操作室

渡り廊下

廊下

廊　下

準備室

前室

前室

器材室

副部長室

滅　菌

前室機械室

51

1958

67

2635

18

36

138

41

48

6522

10

9

9

33

20

15

8 25

（№9）

2020

ＥＶ

5

（№10）

25

身障

96

4

電気室

19

E　　　V

ｱﾗｰﾑ弁室

書類保管室

14 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

輸血検査室

搬送室BCEPS

(62)

家族控室

15

機械室

18

17
廊下

ＩＣＵ
面談室1

12 災害用
器材室

面談室2

12

ＩＣＵ
保管庫

6

1525

20 20 20 15

(360)

422
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ・廊下

更衣室

2130

ＣＥ控室

10

AS

DS

15

待合
8

62

前室 3

廃棄物WC

625

汚物処理室

身障
ＷＣ

6

60
前室

記録室

17

EV

5

W

C
54

控室

9

24

成分採血室

ﾊﾞｲｵｸﾘｰﾝ室
廊下

10

廊下 廊下

渡り

吹　　　　　　抜
前室

10

廊　下

5
S

PW

C

配膳
室1

S
P
E

（№11）
特殊療法室
高次機能

20

ＰＳ

3

S
P

19

DS 26

機械室

3

EPSDW

6

器材室

23

廊下

19

72 10 12 9
27

PS 241

吹　　　　　　　　　　　　抜

PS

透析受付

身障

器材室

ＩＣＵ７ ＩＣＵ６ ＩＣＵ５廊下 ＩＣＵ４ ＩＣＵ３ ＩＣＵ２ ＩＣＵ１ DS ＩＣＵ７ ＩＣＵ６ ＩＣＵ５廊下 ＩＣＵ４ ＩＣＵ３ ＩＣＵ２ ＩＣＵ１ DS

機械室 当直室 ＩＣＵ８ ＩＣＵ９ ＩＣＵ10
ＷＣ
職員

臨床工学室 ｻｰﾊﾞｰ

資料室
視聴覚室機械室 当直室 ＩＣＵ８ ＩＣＵ９ ＩＣＵ10

職員
臨床工学室 ｻｰﾊﾞｰ

資料室

ＷＣ

器材室

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ

ICU器材室

ＩＣＵ11

ＩＣＵ12

ＩＣＵ13

ＩＣＵ14

ＩＣＵ15

ＩＣＵ16

ICU･CE器材庫

ｻﾌﾞﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ

汚物処理室

医師記録室

看護師休憩室

師長室 当直室
99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

廊　下

4

4 9

1010

30

56

40

40

67

27

27

27

27

27

27

47 70

4

40 9

便所

便所

WC WC

3
.
3
0

3
.
3
0

2
.
6
0

5
.
2
4

6
.
5
5

3
.
6
1

5
.
6
9

1
2
.
3
0

8
.
8
0

4
.
8
0

6
.
8
0

2
0
.
4
0

3
.
0
0

4
2
.
6
0

7.00 2.00 5.70 2.00 7.00

7.95 7.85 8.20

8
.
8
0

4
.
8
0

6
.
8
0

2
0
.
4
0

3
.
0
0

4
2
.
6
0

1
.
4
5

1
.
4
5

1
0
.
3
0

4
.
2
0

4
.
2
0

4
.
2
0

4
.
2
0

4
.
2
0

4
.
2
0

7
.
1
0

7.00 2.00 5.70 2.00 7.00

7.95 7.85 8.20

0.90
24.60

24.00 24.00

0.90
24.60

3
.
3
0

1
5.
3
5

1
1
.
3
5

6
.
0
0

3
.
3
0

6.50 2.50 6.60 9.00

廊下

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00

倉　庫

透析室

中央診療棟（Ｂ）３階
1,079㎡（1,053+26）

特殊診療棟３階

849㎡

中央診療棟（Ｂ）３階

1,079㎡（1,053+26）

特殊診療棟３階

849㎡

167

改　修　前 改　修　後

縮尺 図面番号

2019年
年度

旭川医科大学国際医療・支援センター

ＩＣＵ及び透析室増床
図面名

事業名 A1

A3

1/200

1/400

凡例

ＩＣＵエリア 透析室エリア 病理部エリア 改修範囲 6



既存建築図面

1



2



審 査 基 準
評価項⽬及び評価の視点
1 事業計画に関する事項

⑴ 業務遂⾏体制
① 本学のニーズに適合した事業コンセプトとなっており、業務遂⾏体制が整っているか。
② 各構成員の役割分担ができており、本学との連絡・協議体制が整っているか。

⑵ 資⾦調達計画、事業収⽀計画
① 適切な事業収⽀計画が⽴案できているか。
② 適切で確実な資⾦調達⽅法が確⽴されているか。

⑶ リスク管理、業務の品質確保
① 適切なリスク対応策を講じているか。
② 追加的な保険付保等のリスク緩和措置を取っているか。
③ 業務品質の低下、業績不振、破綻時のバックアップ体制が整っているか。
④ 業務品質確保のためのマネジメントができているか。

⑷ 省エネ、光熱⽔費の削減
① 事業期間を通じた、本学が負担する光熱⽔料等の削減への配慮できているか。

⑸ 事業者の事業・計画・整備・運営等についての⾃由提案
2 施設整備に関する事項

A 設計業務に関する事項
⑴ 施設の全体配置、施設の利⽤計画

① 合理的な施設配置ができているか。
② 医療従事者が業務効率を向上できる動線確保に関する提案ができているか。
③ 快適性、利便性、室内環境等の確保に関する提案ができているか。

⑵ ハイブリッド⼿術室の計画
① 最先端の医療機能（ハイブリッド⼿術室）に関する提案ができているか。
② 先端医療のトレーニングを⾏う施設整備に関する提案ができているか。
③ 将来の救急医療を取り巻く環境の変化に柔軟に対応できる⼿術室の提案ができているか。

⑶ 構造・設備計画、防災計画
① 耐震性、防災性、防犯性など、構造・設備における機能性及び安全性が確保されているか。
② 建物や設備の耐朽性、耐⽤性、メンテナンス容易性などの経済性に配慮できているか。
③ ⼤規模災害発⽣時における防災及び施設利⽤に配慮できているか。

⑷ 設計実績
① 設計代表企業に病院⼜は国⽴⼤学法⼈等の教育・研究施設の設計実績はあるか。

B 建設業務に関する事項
⑴ 事業スケジュールおよび施⼯計画

① 期⽇までに確実に竣⼯・引渡しをできるための適切な施⼯計画⽴案できているか。
② ⼯期を短縮する⼯夫ができているか。
③ 不測の事態が⽣じた場合にも、スケジュールを遵守するための信頼できる対策等を講じているか。
④ ⼯事期間中の施設利⽤者への影響を最⼩限に抑える対策が取られているか。

⑵ 施⼯体制
① 本⼯事を⾏う施⼯体制が確⽴されているか。
② 不測の事態が⽣じた場合にも、直ちに対応可能な施⼯体制が確⽴されているか。

⑶ 周辺環境や地域環境への配慮
① ⼗分な交通安全対策及び⼯事に伴う近隣への影響を最⼩限に抑える建設・解体計画になっているか。
② 建物を使⽤しながらの⼯事に配慮されているか。

⑷ 建設代表企業の病院の施⼯実績
3 事業者が⽀払う借地料、本学が⽀払う賃料に関する事項

⑴ 事業者の経営努⼒に⼯夫が⾒られ、経済性の⾼い設定となっているか。
4 プレゼンテーションの評価

⑴ プレゼンテーションの内容、わかりやすさ、質疑応答への対応
合計

5

100

27

配点

26

32
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